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 第 3619号  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部を改正する規則 １ 

   告  示 

 ○道路の供用開始                              ２ 

 ○指定居宅サービス事業者の指定                        

 ○指定介護予防サービス事業者の指定                     ３ 

 ○指定居宅介護支援事業者の指定                       ４ 

   公  告 

 ○平成25年度毒物劇物取扱者試験の実施                    ５ 

   労働委員会公告 

 ○あっせん員候補者の氏名及び閲歴                      ６ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

を次のように定め、公布する。 

  平成25年５月20日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第25号 

   富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部を改 

   正する規則 

 富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則（昭和56年富山県規則 

第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表備考第２号中「並びに第58条第１項」を「、第58条第１項並びに第58条の14 

第１項」に改める。 

   附 則 

毎週月.水.金曜日発行 
平成25年５月20日 

月 曜 日 
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 この規則は、公布の日から施行する。 

                             （県民生活課）  

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第250号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において５月20日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成25年５月20日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
沓掛魚津線 

黒部市植木 800番から 
 
黒部市三日市 110番まで 

 
 

平成25年５月20日 
 
 

新川土木 
センター 
入善土木
事務所 

 

 

富山県告示第251号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定により、指定居宅 

サービス事業者として指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

  平成25年５月20日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670500659 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 特定非営利活動法人ピースマイルきらく 
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事 業 所 
所在地 富山県氷見市稲積 254番地 

名称 デイサービスきらく 

サービスの種類 通所介護 

 

事業所番号 1671100343 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 特定非営利活動法人放生津 

事 業 所 
所在地 富山県射水市放生津町９番24号 

名称 イヤサー新湊 

サービスの種類 通所介護 

 

事業所番号 1671100350 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 株式会社YUSIN 

事 業 所 
所在地 富山県射水市小島1212番地５ 

名称 樹楽 団らんの家 射水 

サービスの種類 通所介護 

 

 

富山県告示第252号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定により、指定介護 

予防サービス事業者として指定したので、同法第 115条の10第１号の規定により公 

示する。 

  平成25年５月20日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670500659 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 特定非営利活動法人ピースマイルきらく 
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事 業 所 
所在地 富山県氷見市稲積254番地 

名称 デイサービスきらく 

サービスの種類 介護予防通所介護 

 

事業所番号 1671100343 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 特定非営利活動法人放生津 

事 業 所 
所在地 富山県射水市放生津町９番24号 

名称 イヤサー新湊 

サービスの種類 介護予防通所介護 

 

事業所番号 1671100350 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 株式会社YUSIN 

事 業 所 
所在地 富山県射水市小島1212番地５ 

名称 樹楽 団らんの家 射水 

サービスの種類 介護予防通所介護 

 

 

富山県告示第253号 

   指定居宅介護支援事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第46条第１項本文の規定により、指定居宅 

介護支援事業者として指定したので、同法第85条第１号の規定により公示する。 

  平成25年５月20日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1671100368 

指定年月日 平成25年５月１日 

申 請 者 名称 社会福祉法人ひいらぎ会 

事 業 所 所在地 富山県射水市大島北野33番地 
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 名称 すずらん介護支援センター 

サービスの種類 居宅介護支援事業 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

平成25年度毒物劇物取扱者試験の実施 

 毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第 303号）第８条第１項第３号に規定する毒 

物劇物取扱者試験を次のとおり実施するので、毒物及び劇物取締法施行規則（昭和 

26年厚生省令第４号）第８条の規定により公告する。 

  平成25年５月20日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 試験の日時及び場所 

 ⑴ 日時 平成25年８月21日（水）午前10時から 

 ⑵ 場所 富山市新総曲輪２番21号 富山県農協会館 

２ 試験の種類 

 ⑴ 一般毒物劇物取扱者試験 

 ⑵ 農業用品目毒物劇物取扱者試験 

 ⑶ 特定品目毒物劇物取扱者試験 

３ 受験手続 

 ⑴ 出願書類 

  ア 受験願書 

  イ 写真（出願前６箇月以内に撮影した上半身、無帽、正面向きで、縦 6.5㎝ 

   ×横５㎝のものを所定の様式に糊付けし、必要事項を記入すること。写真の 

   裏面には、住所、氏名、生年月日及び撮影年月日を記載すること。） 

  ウ 受験票（願書提出時、願書提出場所に備える所定のハガキに必要事項を記 

   載すること。） 

 ⑵ 受験手数料 

   10,500円（受験手数料相当額の富山県収入証紙を受験願書の「富山県収入証 
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  紙ちょう付欄」にはること。） 

 ⑶ 出願書類の提出期間 

   平成25年６月24日（月）から７月５日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。) 

 ⑷ 出願書類の提出場所 

   富山県内（富山市を除く。）に住所を有する受験者にあっては住所地を所管 

  する厚生センター又は厚生センター支所（以下「厚生センター等」という。） 

  に、富山市又は富山県外に住所を有する受験者にあっては富山県厚生部くすり 

  政策課（〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号）に提出すること。 

４ 問合せ先及び受験願書の配布場所 

  富山県厚生部くすり政策課（電話076-444-3234）、富山県内の厚生センター等 

 に問い合わせること。 

 

 

あっせん員候補者の氏名及び閲歴 

 労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第 478号）第４条及び労働委員会規則（昭 

和24年中央労働委員会規則第１号）第68条第１項の規定により、あっせん員候補者 

の氏名及び閲歴を次のとおり公告する。 

  平成25年５月20日 

                   富山県労働委員会 

                      会 長 島  谷  武  志  

 富山県労働委員会あっせん員候補者 

                        （平成25年４月１日現在）  
 

氏   名     閲                歴 

島 谷 武 志 弁護士 

 富山県労働委員会会長 

今 川 誠 一 元富山県地方労働委員会事務局長 

 富山県労働委員会会長代理 

竹 地   潔 富山大学経済学部教授 

 富山県労働委員会委員 
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橋 爪 健一郎 弁護士 

 富山県労働委員会委員 

雨 宮 洋 美 富山大学経済学部准教授 

 富山県労働委員会委員 

瀬 川   亨 日本労働組合総連合会富山県連合会事務局長 

 富山県労働委員会委員 

太 田 豊 久 日医工労働組合執行委員長 

 富山県労働委員会委員 

村 藤 美枝子 自治労富山県本部特別執行委員 

 富山県労働委員会委員 

土 肥 克 彦 全日通労働組合富山県支部執行委員長 

 富山県労働委員会委員 

吉 田 昌 樹 北陸電力労働組合本部執行委員長 

 富山県労働委員会委員 

佐 藤   登 一般社団法人富山県経営者協会専務理事 

 富山県労働委員会委員 

梅 田 ひろ美 株式会社ユニゾーン代表取締役会長 

 富山県労働委員会委員 

棚 邊 一 雄 となみの工業株式会社顧問 

 富山県労働委員会委員 

谷 川   治 株式会社ハートウェア取締役社長 

 

灰 谷 久 登 

 

上 田 隆 司 

富山県労働委員会委員 

北陸電力株式会社支配人人事労務部長 

富山県労働委員会委員 

富山県労働委員会事務局長 

高 石 良 一 富山県労働委員会事務局次長 
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